
 

 

平成 22 年 10 月 7 日 

各 位 
会 社 名 佐 藤 食 品 工 業 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長  鈴木 宗行 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード ２８１４）    

問い合せ先 執行役員管理部長  上田 正博 

電 話 番 号 ０５６８－７７－７３１６ 

 

 

ガバナンス評価委員の再就任の件について 
 

当社は、平成22年7月9日付プレスリリース「ガバナンス評価委員辞任の件について」にてお知らせしま

したとおり、平成21年6月8日付で当社が設置したガバナンス評価委員会の構成員であった稲葉威雄氏、竹

原相光氏及び福島洋尚氏（以下、総称して「委員」といいます。）より、平成22年6月23日付で辞任届が送

付されました。 

しかし、本日、当社が委員に対し、当社ガバナンス評価委員会委員への再就任を依頼したところ、これ

が承諾されましたので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

1．辞任に際して委員より指摘された事項 

当社が委員より送付された辞任届（平成22年6月23日付）及び評価書（平成22年7月12日付）にて指摘さ

れた事項の概要は、以下のとおりです。 

（1） 当社がガバナンス評価委員会の設置を必要とする事態は、当社が必ずしも資金使途が明確に特定

されているとはいえない第三者割当増資を行い、その結果として経営権の委譲に至ったこと及び

余剰資金について妥当性を欠く資金運用を行い多額の特別損失を計上するという不当な経営判

断をなしたことに起因するが、現在においてもなお、当社のガバナンスの強化に向けた新たな経

営体制が完全に実現された状況ではないこと。 

（2） 当社の過去の取締役会の意思決定（審議）の過程に次のとおりの問題があったこと。 

① 当社経営陣は、過去のガバナンス評価委員会において委員が指摘した事項（主に、意思決定のプ

ロセスに関する指摘事項）について、その趣旨を十分に受け止めず、委員が職責を果たす上で必

要な当社の協力が十分なされなかったこと。 

② 関係者との間の利益相反に関する問題についての検討及び必要な手続き上の措置が十分ではな

かったこと。 



③ 一部の役員に会社法に定められた権限を逸脱すると評価されかねない言動がみられたこと。 

 

2．再就任に至った経緯 

当社の第56期定時株主総会においては、平成22年6月29日付プレスリリース「第56期定時株主総会の決

議及び代表取締役就任に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、株主より、取締役候補者を鈴木

宗行氏、佐藤仁一氏及び浅野銕太郎氏の3名とする会社提案の議案を修正し、取締役候補者を鈴木宗行氏、

鮎川純太氏及び湯浅慎司氏の3名とする旨の修正動議が提出され、当該修正動議が承認可決されました。そ

して、その結果、修正動議に係る候補者である鈴木宗行氏、鮎川純太氏及び湯浅慎司氏が取締役に選任さ

れ、それぞれ就任いたしました。 

そこで、新たに選任された2名を含む新取締役会において、委員より送付された辞任届及び評価書を検討

し、また関係各者にヒアリングを行った結果、新取締役会では、平成22年5月中旬以降の当社の意思決定の

過程には問題があったと判断し、委員に対し、再度、当社のガバナンス評価委員会の委員に就任していた

だけるよう依頼することを決定しました。また、再就任の依頼にあたっては、当社ガバナンス評価委員会

が当社の全てのステークホルダーのために存在することを明らかにするべく、新たにガバナンス評価委員

会規程を策定し、当該規程を委員との委嘱契約の一部とするとともに、当社の社内規定としても採択し、

ガバナンスを強化し、当社役員は、諮問機関としてのガバナンス評価委員会のご意見を踏まえ、今後の経

営の意思決定、業務執行に当たることといたしました。 

その上で、当社が委員より指摘された上記事項を是正すること並びに情報提供及び適時開示について改

善を図ることを申し入れ、委員に再就任を依頼したところ、今般、それが承諾されました。 

※ガバナンス評価委員会規程の詳細につきましては、添付の「ガバナンス評価委員会規程」をご覧下さい。 

 

3．委員の経歴 

 再就任の承諾を受けた委員の経歴は、以下の通りです。 

 

① 稲葉 威雄 （いなば たけお） 

（略歴） 

昭和37年4月  判事補 任官 

昭和47年4月  法務省民事局付検事 

昭和60年4月  法務大臣官房審議官 

昭和63年4月  東京高等裁判所 判事 

平成6年4月   札幌地方裁判所 所長 

平成10年4月  名古屋地方裁判所 所長 

平成12年4月  広島高等裁判所 長官 

平成15年1月  広島高等裁判所 長官 退官 



平成15年5月  弁護士登録（第一東京弁護士会）（現任） 

平成16年4月  早稲田大学法科大学院教授（会社法）（平成20年3月退任） 

 

② 竹原 相光 （たけはら そうみつ） 

（略歴） 

昭和52年1月  ピート マーウィック ミッチェル 会計士事務所入所 

昭和57年5月  公認会計士登録（現任） 

平成2年9月   中央新光監査法人 社員 

平成8年8月   中央監査法人代表 社員 

平成11年1月  預金保険機構買取価格審査会 委員 

平成12年7月  中央青山監査法人トランザクションサービス部 部長 

平成17年3月  中央青山監査法人 退所 

平成17年6月  ZECOOパートナーズ設立 同代表（現任） 

平成17年6月  株式会社東京放送企業価値評価特別委員会 委員（現任） 

平成17年10月  株式会社三菱ケミカルホールディングス監査役（平成22年6月退任） 

平成18年10月  平成19年度公認会計士試験委員（会計学管理会計論） 

平成19年6月  株式会社三菱製紙独立委員会 委員（現任） 

平成19年8月   株式会社廣済堂企業価値向上委員会 委員（現任） 

平成19年8月   ブルドックソース株式会社独立委員会 委員（現任） 

平成21年4月  明治大学会計専門職大学院特任教授（現任） 

 

③ 福島 洋尚 （ふくしま ひろなお） 

（略歴） 

平成6年4月   南山大学法学部専任講師 

平成9年4月   南山大学法学部助教授 

平成12年4月   法政大学法学部助教授 

平成15年4月   法政大学法学部教授（現任） 

平成18年9月    ミュンヘン大学法学部客員研究員（平成20年8月退任） 

平成20年12月   公認会計士試験委員（企業法）（現任） 

平成21年4月    法政大学大学院法学研究科長（平成22年3月退任） 

 

以 上 



ガバナンス評価委員会規程 
 

第 1 章 総則 
（総則） 

第1条 この規程は、佐藤食品工業株式会社（以下「当社」という。）のガバナンス評価委員会（以下「委員

会」という。）の取扱いを定める。 

（目的） 

第2条 委員会は、当社の取締役会の諮問機関として、当社から独立した委員のみをもって構成され、全て

のステークホルダーのために、当社のコーポレートガバナンスに関し、専門家としての知見と経験

に基づいて意見を述べ、諮問を受けた事項に対して評価をし、また、その結果を適時ステークホル

ダーに公表することで、当社の信頼と持続可能性を回復することを目的とする。 

 

第 2 章 任務 
（任務） 

第3条  

1 委員会の任務は、次のとおりとする。 

(1) 当社における適切かつ実効的な内部統制の実施及びガバナンスに関する改善策の実施等につ

いて、監視すること。 

(2) 当社の取締役及び監査役が、不当に権限を行使することがないように、監視すること。 

(3) 当社が株主総会に上程する議案について、事前に当社より開示を受け、必要に応じ意見を述べ

ること。特に、取締役選任議案及び監査役選任議案については、各候補者について、会社の企

業価値の維持及び株主共同の利益並びに法令遵守の観点から適否を評価し、取締役会及び監査

役会に対して意見を述べること。 

(4) 重要な案件に関し諮問を受け、取締役会の意思決定過程及びその決定内容について評価するこ

と。 

(5) 当社におけるリスク管理のあり方について、取締役会及び監査役会より報告を受け、これに関

する評価を行うこと。 

(6) コンプライアンスに関する基本方針、その実効性の施策、及びコンプライアンス・チェック機

能を含めた当社のコンプライアンス体制について、取締役会及び監査役会から報告を受け、こ

れに関する評価を行うこと。 

(7) 株主共通の利益を害する、あるいは、当社のガバナンスに悪影響を及ぼす者が当社株式を保有

し、取得しようとする場合には、当該買収者に対して必要と思われる情報提供を求めた上で、

適切な措置をとるよう取締役会及び監査役会に勧告すること。 

(8) 必要に応じて、取締役会に出席して意見を述べることができる。 



(9) その他委員会の目的達成に必要な一切の活動。 

2 前項各号の詳細及び具体的内容については、当社と委員会が締結する委任契約において定めること

ができる。 

3 委員は、ガバナンス評価委員会の委員として知った事項を、第三者（本規程第 13 条に基づき設置

した事務局に所属する人員を除く）に漏えいし、又は本規程第 2 条に定める目的以外に使用しては

ならない。 

 

第 3 章 報告書の作成 
（報告書） 

第4条   

1 委員会は、諮問事項に関して、必要に応じて報告書を作成する。 

2 報告書の起案権は、委員会に専属する。 

3 当社は、委員会に対し、報告書の完成前にそのドラフトを事前に当社に開示するよう求めることは

できない。 

（報告書の開示） 

第5条  

1 当社は、委員会から提出された報告書を、法令及び監督官庁並びに自主規制機関等の公的機関の指

導するところに従いステークホルダーに対して開示しなければならない。 

2 当社は、（i）当社が負担する秘密保持義務に抵触するおそれがある場合、（ii）関係者のプライバシ

ー又は企業秘密の保護を図る必要がある場合、及び（iii）委員会が同意する合理的な理由がある場

合に限り、報告書の全部又は一部を開示しないことができる。 

3 委員会は、前 2 項の趣旨に則し、当社の要請に応じて、報告書の原文とは別に開示版の調査報告書

を作成する。 

 

第 4 章 当社による協力 
（協力） 

第6条  

1 当社は、委員会に対して、当社が保有する資料、情報、社員へのアクセスを保障するものとする。 

2 当社は、前項に定めるほか当社と委員会とが締結する委任契約に定めるところに従い委員会の活動

に協力するものとする。 

（非協力）  

第7条 委員会は、当社から充分な協力を得られない場合や、情報提供の要請に対する消極的対応があった

場合には、その状況を報告書に記載することができる。 

 



第 5 章 委員会の組織 
（委員会の構成） 

第8条 委員会は、3 名以上の委員をもって構成する。 

（委員の任命）  

第9条   

1 委員は、弁護士、公認会計士、大学教授・研究者、コンサルタント等、当社に適用される法令の素

養がありガバナンスに精通した者の中から、取締役会の決定により任命する。 

2 当社と利害関係を有する者は、委員に就任することができない。 

（委員長） 

第10条  

1 委員会は、その互選により、委員長を選任する。 

2 委員長は、委員会の活動を統括する。 

（委員会の開催） 

第11条 委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員会の招集は、各委員が行う。 

（議事録の作成） 

第12条 委員会を開催したときは、議事録を作成する。議事録の作成者は、委員長が指名する。 

（事務局） 

第13条  

1 委員会は、委員会の活動を補助するために事務局を設置することができる。 

2 事務局は委員会に直属するものとし、人選、人数については委員会が決定する。 

（報酬） 

第14条 委員及び事務局に対する報酬は、別途、当社と委任契約を締結することにより定める。 

 

第 6 章 退任 
（退任） 

第15条 委員は、次のいずれかに該当するときは退任とし、委員としての身分を失う。 

(1) 任期満了 

(2) 辞任 

(3) 死亡 

（委員の任期） 

第16条 委員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

（退任の開示） 

第17条 委員が退任した場合、当社は、遅滞なく、退任の理由及び退任した旨を開示しなければならない。 

 



第 7 章 規程の変更 
（規程の変更） 

第18条 本規程の変更は、取締役会が行なう。但し、委員会の同意を要する。 

 

以  上 

 


